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焼津市自治会連合会主催・行事参加者傷害保険 
 

 

・この保険は、焼津市自治会連合会が開催する行事に参加した方が、行事参加中に被った傷害を補

償する保険です。 

・以下は、この保険の概要になります。ご不明な点は、取扱代理店までご連絡をお願いします。 

 

 

１．主な補償内容 

Ⅰ 死亡・後遺障害保険金： 1名当たり 400万円 

Ⅱ 

入院保険金： 1日当たり 6,000円 

※事故発生からその日を含め 180日以内の入院（180日限度） 

※１事故につき、事故の日からその日を含めて 180 日以内の手術１回に限り

手術保険金をお支払いします。 

Ⅲ 
通院保険金： 1日当たり 4,000円 

※事故発生からその日を含め 180日以内の通院（通院日数 90日が限度） 

※「傷害」には、日射または熱射による熱中症状および有毒ガスによる急性中毒を含みます。 

 

 

２．補償の対象となる行事 

   ※ 行事に参加するために、家から現地までの道のりや帰宅途中も対象となります。 

・河川清掃事業（年間） 

・環境美化活動（４～６月） 

・河川海岸愛護月間（７月） 

・市内一斉環境美化活動（９～１０月） 

・不燃物収集、古紙回収（毎月１回） 

・交通立哨（毎月１回） 

 

３．事故に関するご注意 

事故が発生しましたら、速やかにご連絡をお願いします。ご連絡が遅れますと、保険金の

お支払いが遅れたり、保険金が削減されることがあります。 

I. 病気及び、病気が原因で生じたケガは対象外です。 

II. 細菌性またはウイルス性食中毒、靴ずれ、しもやけ、日焼け、各種職業病などは、対
象外となります。 

Ⅲ.その他、保険金の支払い条件やその他詳細については、「４．請求のご案内」を参照い 

ただくか、取扱代理店までご照会ください。 

Ⅳ．この保険は傷害保険のため、対人・対物補償などの損害賠償は対象になりません。 

 



４．事故報告及び請求のご案内 

焼津市自治会連合会主催・行事参加者傷害保険の事故報告及び保険金請求手続きについて、以

下の通りご案内します。 

 

4.1事故発生の際の事故報告の流れ              ※１                    ※２      ※３ 
※１ 「4.2.1事故報告書類」には、所属自治会長様の署名が必要となるため、各自治会の連絡体

制の順で、所属自治会長様にご連絡ください。 

※２ 焼津市自治会連合会事務局（焼津市総務課）TEL 054-626-2144 Fax 054-626-2185 

※３ 取扱代理店 松永保険事務所 TEL・Fax 054-628-9955 

 

4.2保険金請求書類 

4.2.1事故報告のために必要な書類 

おケガをされた方は、下記①、②の書類を自治会経由で自治会連合会事務局、又は取

扱代理店までご提出ください。 

① 事故報告書（書式１） 

② 「確認書（行事参加証明書）」（書式２） 

※②は、所属自治会長様の署名が必要です。 

 

4.2.2保険金請求をするときに申告する書類 

取扱代理店で事故受付後に、損害保険会社からご案内差し上げます。 

（一般的な例） 

・保険金請求書（保険会社指定書式） 

・医療機関の発行する診断書等、通院治療証明書類 

※ 通院期間や症状に応じたご案内となります。 

 

 

お問い合わせ先 

取扱代理店 松永保険事務所 

焼津市中里５５７番地の１  

TEL・FAX 054-628-9955 

Mail： shiro.matsunaga@matsunagahoken.com 

文書番号：2310-0004 
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